
 

 

 

 
 

木之本宿再生計画 

～街道を活かしたまちづくりにむけて～ 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 3 月 

長浜市北部振興局 

 

 

 



 

目  次 

 

１．木之本宿再生計画の位置づけ ....................................... 1 

1-1計画策定の背景・目的 ........................................... 1 

1-2対象エリア ..................................................... 2 

1-3上位計画・関連計画等 ........................................... 3 

２．対象エリアの課題の抽出 ........................................... 7 

2-1 対象エリアの課題 ............................................. 7 

2-2 エリア課題図 ................................................ 13 

３．木之本宿再生計画の考え方 ........................................ 14 

3-1 基本方針の設定 .............................................. 14 

3-2 課題と対策方法 .............................................. 15 

４．地区全体計画 .................................................... 16 

4-1 広域整備計画 ................................................ 16 

4-2 エリア整備計画 .............................................. 17 

５．個別路線計画 .................................................... 20 

5-1 検討路線 .................................................... 20 

5-2 個別路線検討 ................................................ 21 

６．まとめ .......................................................... 35 

 

 



1 

 

１．木之本宿再生計画の位置づけ 

 

1-1計画策定の背景・目的 

（１）背景 

 長浜市木之本町木之本地先の北国街道木之本宿は、旧宿場町の面影を残す歴史的資産が多数存

在する地域です。平成１６年３月には木之本町中心市街地活性化基本計画が策定され、策定後１

０年の間に木ノ本駅及び駅周辺の整備などが完了し、近年は町並み散策の来訪者も増加していま

す。併せて長浜市北部地域活性化計画、長浜市景観まちづくり計画、木之本宿活性化プランなど

を策定し、まちづくりに携わる様々な主体による取り組みを展開しているところです。 

 しかし、生活基盤や観光資源を活かすための現況国道の道路機能に対しては、「不満を感じる。」

という周辺住民の声が数多く聞かれ、また、中心市街地活性化基本計画をはじめ、各種計画に基

づいたハード整備・ソフト事業がなされている間、国道３０３号のバイパス整備が完了し、中心

市街地を通過する国道３０３号、国道３６５号重複区間においては、かつての『重要な都市と都

市とをむすぶ』という一般国道としての役割から、『歴史的資源を楽しむため来訪者が散策する道

路』として、その役割も変化がみられます。 

 平成２６年４月、本区域は長浜市景観まちづくり計画に基づく特定景観形成重点区域の指定を

受け、当地域の状況との整合を図りながら今後の町並み保全を行うにあたり、当地を通過する国

道３０３号、国道３６５号重複区間等の道路整備は不可欠であると言えます。 

 

（２）目的 

 本計画は、木之本の中心市街地の活性化に向けた地域づくりの取組みを、より充実させていく

とともに、当地に人々が住み続け快適な生活を送るための生活基盤として、また、観光客のニー

ズに対応した魅力あるまちとしていくことを目的として、歴史ある景観を活かしながら、安心安

全に通行できる道路のあり方について検討することで、木之本宿の街道を活かしたまちづくりに

寄与する計画を策定するものです。 
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1-2対象エリア 

 本計画の対象エリアは、ＪＲ木ノ本駅、木之本地蔵院、地蔵坂、北国街道の国道３０３号・国

道３６５号重複区間等を中心に、周辺の路地等を含めたエリアで構成しています。 

 

 

図 対象エリア 
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1-3上位計画・関連計画等 

 本計画は、平成２０年から２６年度に策定された４つの方針・計画を上位計画・関連計画とし

て策定します。それぞれの計画等において、対象エリアの道路に関して以下のように記載されて

います。 

  

（１）長浜市北部地域活性化計画 

 広域になった長浜市において、北部地域固有の課題解決や地域活性化に向けて策定されていま

す。 

基本目標のひとつとして「暮らしを支える基盤整備の促進」を挙げ、そのなかの主要な施策と

して「冬季道路交通の確保」を展開しています。また、歴史文化によって形成されたまち並みも

重要な資源と位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）暮らしを支える基盤整備の促進 

①冬季道路交通の確保 

総合的な雪対策は、北部地域の発展や経済活動を活発化させる上で克服すべき課

題です。除雪や消融雪に万全を期し、冬季の道路交通を確保することは、住民の生

活に必要不可欠です。 

まず、除雪機械の更新や除雪体制の見直しとして道路除雪の業者委託を進めます。 

また、消融雪設備は長寿命化を図るため、点検や水源地調査を実施して、設備の維

持修繕に努めます。さらに、自治会等が主体的に行う集落内除雪については、機械

購入や除雪作業にかかる費用の助成を行います。 

平成 24 年 3 月 
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（２）長浜市景観まちづくり計画   

 本計画の対象エリアを含む範囲について、「北国街道木之本宿景観形成重点区域」に位置付け、

景観形成の目標、方針について下記の通り記載しています。 

 なお、景観形成重点区域内の建築物に対しては、位置、形態・意匠、色彩、素材、高さ、緑化等

の基準を設けており、また、門、擁壁や土地の形質の変更等についても基準を設けていますが、

道路に関する景観基準はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 景観形成の目標 

宿場町としての木之本の風情

を後世に受け継いでいけるよ

う、伝統と新しさが調和した景

観づくりを進めます 

○景観形成の方針 

・木之本宿にふさわしいまちな

み景観になるよう、伝統的な

様式の町家を保存・継承する

とともに、これらを活かした

風情あるまちなみづくりを進

めます。 

・新しい建築物等が伝統的なま

ちなみと調和するよう、形態、

仕様、素材、色彩などに配慮し、

まとまりのある景観づくりに

努めます。 

平成 20 年 3 月策定、23 年 1 月、26 年 4 月変更 
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（３）長浜市歴史的風致維持向上計画 

 古来より城下町として、また交通の要所として発

展してきた長浜市が、地域固有の歴史文化を生かし

たまちづくりと市街地環境の整備を一層進めるた

めに策定したものです。 

 当該エリアにおいては、浄信寺（木之本地蔵院）、

秋葉祭り、旧本陣、造り酒屋、醤油屋など街道沿い

の町家、戦前の洋風建築であるきのもと交遊館を歴

史的資源・町並みを構成する重要な要素として位置

づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 3 月変更 
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（４）木之本宿活性化プラン 

 木之本宿の商店街とまちなかの活性化にむけ、将来に渡り継続的な取り組みを推進していくた

め、まちづくりのアイデアや構想を定義したものであり、地域の多様な主体が参画し、「住民生活

部会」「商工部会」「観光部会」で構成された木之本宿活性化推進協議会により作成しています。 

基本施策を「住む」安らぎのあるまちづくり、「稼ぐ」活力に満ちた地域づくり、「観る」交流に

よる賑わいづくり とし、事業計画のひとつとして「北国街道の道路改修」「路上駐車の抑制」を

位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■基本方策 

  ・「住む」安らぎのあるまちづくり 

  ・「稼ぐ」活力に満ちた地域づくり  

  ・「観る」交流による賑わいづくり 

■事業計画 

  ・地域での生涯学習の推進、 

  ・地域コミュニティの確立、 

  ・地域の見守り体制の整備 

  ・住み続けやすい環境づくり 

  ・木之本ひとまちコーディネーターの活用 

  ・空き店舗空き家の利活用 

  ・北国街道の道路改修 

  ・危険箇所の確認 

  ・子どもの健全育成 

  ・街道沿いの修景整備 

  ・路上駐車の抑制 

  ・防災インフラの整備 

  ・まちなか生活者の買い物支援 

  ・休憩施設の整備 

  ・まちづくり会社の機能を担う組織整備 

  ・まちなか空間でのイベントの開催 

  ・地域ブランドの確立 

  ・まちなか案内の整備 

  ・まちなかガイドの体制づくり 

木之本宿活性化プランで挙げられた方策（抜粋） 

【北国街道の道路改修】 

 ・安全に歩ける歩道づくり  

 ・道路側溝を改修し、溝蓋の意匠を統一する  

 ・融雪装置の改修  

 ・通過車両の速度抑制策  

 ・一方通行などの対策  

【路上駐車の抑制】 

 ・北国街道に駐車しない工夫  

 ・月極駐車場が空いている時間の活用とし

て、 善意方式「1 時間 100 円等」で利用  

 ・駐車場（地蔵院等）からまちなか散策を提

案  

 ・商店街で買物客用駐車場の整備  

平成 27 年 3 月変更 
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２．対象エリアの課題の抽出 

2-1 対象エリアの課題 

 対象エリアの課題を把握するため、交通量調査、住民アンケート及び住民ワークショップを実

施し、その意見をとりまとめました。それぞれの詳細な内容は巻末に参考資料として掲載します。 

 

（１）交通量調査 

 ①調査目的 

北国街道及び地蔵坂における道路利用状況を把握するため 

 ②調査箇所 

交差点 １箇所  

 ③調査内容 

交差点方向別交通量調査（平日・休日 各１日 12 時間交通量） 

※乗用車、バス、小型貨物車、普通貨物車、自動二輪車の 5 車種分及び、歩行者、自転車の

交差点方向別交通量を計測 

 ④調査日 

平日／平成 27 年 9 月 30 日（水） 7：00～19：00 

休日／平成 27 年 9 月 13 日（日） 7：00～19：00 

※歩行者・自転車は、平成 27 年 9 月 20 日（日） 7：00～19：00 

 

 

 

 ⑤調査結果 

平日・休日の 12 時間交通量調査の結果は以下のとおりとなっています。 

  

交差点１箇所  
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（２）住民アンケート 

 ①アンケートの目的 

住民が道路に関して問題を感じている場所やその内容、整備方針の考え方等について把握す

るため 

 ②実施時期 

平成 27 年 8 月 

 ③アンケートの方法 

対象エリアに含む全 14 町内に対して配布 

 ④アンケートの内容 

属性、地域の道路に関する問題点、整備の方向性、自由回答 

 ⑤アンケートの結果 

配布数回収数：177 部 

対象エリアの道路についての課題を尋ねたところ、問題だと感じている箇所は、北国街道・

地蔵坂以南（図中の国道③）、地蔵坂（図中の国道②）、北国街道・地蔵坂以北（図中の市道①）

東横町交差点から北国街道の交差点（図中の国道④）という順でした。なお、その他道路とは、

図示した箇所以外の脇道等を示しています。 

問題と感じている内容については、全体では「路上駐車が多い」「交通量が多くて危ない」が

上位でしたが、各道路でそれぞれ問題が違う結果となりました。 

具体的には、以下のとおりとなっています。 

 

箇所 図中番号 主な道路問題点 

北国街道・地蔵坂以南 国道③ 路上駐車が多い 

地蔵坂 国道② 舗装の損傷がひどい 

北国街道・地蔵坂以北 市道① 路上駐車が多い 

東横町交差点から北国街道の交差点 国道④ 交通量が多くて危ない 
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対象エリアにおける道路の課題 住民アンケート結果抜粋 
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（３）住民ワークショップ 

 ①目的 

アンケート結果も踏まえたより詳細な道路に対する問題点・課題の抽出 

 ②実施日 

平成 27 年 10 月 23 日（金）19：30~ 

 ③場 所 

きのもと交遊館 

 ④対 象 

木之本宿活性化推進協議会メンバー（協議会内で実施） 

 ⑤討議テーマ 

地域内の道路整備における問題箇所とその内容について 

 ⑥討議結果 

木之本宿活性化推進協議会のメンバーでワークショップを実施し（協議会開催にあわせて開

催）、以下のような意見がでました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・北国街道を走る車は県外ナンバーが多い。通過交通が問題。 

・路上駐車が問題。最近はバイクも増えた。でも、駐車場が少ないし設置できる箇所

もない。 

・北国街道と地蔵坂は地域のシンボル的な存在。その丁字路の一体感が必要。 

・北国街道の東西で地盤高が違う。さらにオーバーレイの繰り返しで 

・国道３０３号（東横町交差点～北国街道）と市道（北国街道～西山踏切）は消融雪

装置がない。もともと幅員が狭いうえに、冬季はさらに狭くなって歩きにくい。 

・全体的に消融雪設備が古い。 

・そもそも抜本的な整備の方針がない。生活道路としての整備なのか、観光道路に特

化するのか。 

・柳など思い切った整備をするのも一案。 

・石畳の上の雪をかくのは大変。 

・交差点の見通しが悪い。地蔵坂と北国街道の交差点、西山踏切から東横町交差点に

向かう道と北国街道の交差点など。特に後者は形状も悪く危険。 

・大型バスの駐車場が駅にあるが、散策する時間が限られているのが残念。 
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2-2 エリア課題図 

 （２）住民アンケート結果、（３）住民ワークショップによる課題抽出、及び現地踏査等をとり

まとめたエリア課題図です。 

 

 

図 エリア課題図 
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３．木之本宿再生計画の考え方 

 

3-1 基本方針の設定 

1-3上位計画・関連計画等及び、２．対象エリアの課題の抽出をもとに、街道を活かしたまちづく

りを展開するために、下記の基本方針を定めました。 

 

基本方針１ ： 対象エリアの道路の役割明確化 

 

・当該エリアは、かつては北国街道という交通の要所であり、現在も国道３０３号・３６５号重

複区間が通過していますが、現在は歴史的資源・景観を楽しむ多くの観光客が散策する道路です。 

・現在の使われ方のみでなく、まちの将来像をもとに当該道路の役割を見直し、それに則した道

路整備を検討します。 

 

基本方針２ ： 歩行者重視のみちづくり 

 

・当該エリアには現在でも多くの観光客が来訪しており、また、歴史的資源を活かしたまちづく

りを展開して更なる来訪を促す取り組みをしています。 

・観光客が歩きやすい、快適で安全なみちづくりを進めます。 

・エリア内の地蔵坂等は、小中学校及び高校生の通学路として利用されており、朝・夕の通学時

の安全性に配慮した計画とします。 

・消融雪設備の維持管理と機能回復、設置延長の延伸及び設置等を検討します。 

 

基本方針３ ： 歴史的資産と調和したみちづくり 

 

・対象エリア内には寺院、造り酒屋、醤油屋等や、街道沿いの町家といった歴史的資産が豊富に

あるため歴史的景観に配慮します。また、伝統行事である「秋葉祭り」や、街道を使ったイベ

ントに対応できるよう検討します。 

・北国街道の景観は、通りに面して均等に建ち並ぶ建物が大きな要素となっています。景観に大

きな変容を及ぼすような住宅位置の変更を防ぎ、現道敷地内での改良を原則とします。 
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3-2 課題と対策方法 

 課題と対策方法をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体の検討は、５．個別路線計画に示します。 

  

○駐車場の課題 

・路上駐車が多い 

・駐車場不足 

○安全性の課題 

・車両の走行速度が高い 

・通過交通が多い 

・歩行者の通行 

 

○消融雪設備に関する課題 

・消融雪設備がない 

・施設の維持管理 

・街道沿いに駐車場整備 駐車場整備 

既存駐車場の有効活用 

規制、物理的制限 

通過交通の抑制 

車両速度低減 

消融雪設備の機能向上 

歩行者空間の確保 

・車線幅縮小（路肩拡幅） 

・駐車場案内強化 

・駐車違反の取締強化 

・標識等による抑制 

・歩道設置 

・側溝ふた設置に伴う歩行者空

間確保 

・消融雪設備の延伸 

・施設更新、機能向上 

・路側帯の明確化（区画線等）、

路肩拡幅 

・エリア内に駐車場の休日利用 

・歩車道境界ブロック等による物

理的制限 

・狭さく、スラローム、ハンプ等設

置 

・交通規制（一方通行等） 

課題 対策の方向性 整備内容 

 当計画で実施を検討する整備 

検討したが実施しない対策  

・車両への注意喚起 
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４．地区全体計画 

3-2 課題と対策方法に基づき、地区全体計画を定めました。 

 

4-1 広域整備計画 

 

  
○整備内容 

・対象エリアの交通量を減少さ

せるために、対象エリアに進入

する交差点の通過交通をエリ

ア外に誘導する案内をするこ

とで、エリア内において相対的

な歩行者の安全性を確保する。 

・対策は、標識の案内内容変更・

注意喚起。その他、交通規制（一

方通行等）も検討項目。 
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4-2 エリア整備計画 

（１）エリア全体の検討内容 

エリア全体の整備計画を示します。 

エリア全体で検討する課題に、路上駐車を含む駐車場不足、地域住民・観光客の安全で快適な

歩行空間の確保、消融雪設備の連続性があります。 

駐車場については、街道沿いで駐車場を確保するのは困難な状況ではありますが、エリア内で

の候補地・適地調査を実施するとともに、区域内にある既存施設等の駐車場の利用状況を踏まえ、

利用していない時間（例えば土日など）の有効活用を検討していきます。 

また、北国街道・地蔵坂を中心に、観光客等の歩きやすさと安全性を考慮した歩行者空間の整

備を検討しますが、伝統行事である「秋葉祭り」など街道を使ったイベントに対応や、消融雪設

備の排水を阻害しないよう北国街道には歩車道境界ブロックを置かないなどの検討が必要です。 
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（２）駐車場の整備 

①現況の駐車場 

木之本宿はアンケート等からも分かるように、北国街道・地蔵坂において、「路上駐車が多

い」ことが問題であると認識されています。 

この地域は自動車が普及する以前から商店街として栄えてきたことから、表通りは家屋が連な

り、商店街利用者の駐車場はほぼ存在しません。 

街道沿いの空き地利用として、一部駐車場となっているが、地区住民の駐車場としてのみ利用

されており、観光客が利用できる駐車場としてはＪＲ木ノ本駅前駐車場のほかには、きのもと交

遊館しかありません。なお、木之本地蔵院にも駐車場はありますが、参拝者専用駐車場という位

置付けとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 今回の対象道路沿い、及び観光施設・公共施設の駐車場を図示 

 

 

 

 

 

・月極め        ６箇所  １７７台 

・木之本地蔵院駐車場  ２箇所   １１台 

・きのもと交遊館駐車場 １箇所   １３台（内身障用２台） 

・木ノ本駅前駐車場   ２箇所   ９４台（内身障用４台） 

月極め駐車場 

木之本地蔵院駐車場 

木ノ本駅前駐車場 

きのもと交遊館駐車場 

平面図 
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②駐車場整備の方向性 

今後、本計画に伴う道路整備や、景観を活かしたまちづくりが進めば、街並み散策の観光客が

増加することが予想され、路上駐車・駐車場不足の問題がさらに深刻化するおそれがあります。 

現状では、街道周辺にまとまった駐車場用地を確保できませんが、重要な課題として、公共的

施設の見直しや、空き地の状況等を勘案し、商店街や、商工会・観光協会と連携しながら、エリ

ア内での候補地・適地調査を実施することで、観光客にとって最も利便性の高い駐車場の確保を

目差します。 

また、駐車場の整備にあたっては木之本宿の商店の連続性や、まちなみの景観が損なわれるこ

とがないように留意します。 

 

 

【参考：エリア内の既存の駐車場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ木ノ本駅駅西駐車場 ＪＲ木ノ本駅駅東駐車場 

木之本交遊館駐車場 

※木之本交遊館の駐車場は、街道からアクセ

スでき利便性が高く、建物裏に位置するた

め、まちなみの連続性・景観を阻害すること

がありません 
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５．個別路線計画 

 

5-1 検討路線 

個別路線計画の対象は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①北国街道（地蔵坂以南） 

②北国街道（地蔵坂以北） 

③地蔵坂 

④東横町交差点-北国街道 

⑤北国街道-西山踏切 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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5-2 個別路線検討 

個別路線計画について、行政担当者で関係課協議会を実施しました。 

 

○関係課協議会 

  ・実施日：平成 27 年 12 月 1 日（火）9：30~ 

  ・場 所：長浜市 北部振興局２階 第１・２会議室 

  ・対 象：滋賀県 長浜市 関係各課  

 

関係課協議会では、以下の意見が出ました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・カラー舗装が良いのは施工直後のみで、すぐに劣化してしまうイメージがある。車道は

通常のアスファルト舗装とし、歩道はインターロッキングや石畳で境界を明確化する

ほうがよい。 

・アンケートの意見等に電柱の地中化が挙がっているが、費用面から非常に難しい。電柱

をうまく利用して速度抑制対策に役立てたほうがよい。 

・道路ナビは国道優先で設定されるため、岐阜（揖斐の八草トンネル）方面からの交通は

地区内の国道を案内することになる。 

・観光面だけを考えれば、かつての宿場町を再現して柳や水路を整備し、一方通行とすれ

ばインパクトはある。ただし、生活道路としての一面があり、また、水路の水源の確保

や柳は維持・管理等難しい。国道のままでの極端な計画は不可能である。 

・消雪装置の新設が対策案として挙がっているが、水源について調査が必要である。 

・北国街道や地蔵坂は車道幅員５．５ｍ（３種４級）が望ましい 

・路肩または歩道部の舗装材の選定にあたっては、景観形成重点区域であることに配慮

いただき、施工後の維持補修も含めて判断されたい。 

・歩道を設置の場合は石畳風で進めてほしい。 
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関係課協議の結果をもとに検討し、個別路線計画を定めました。 

対策内容の箇所別検討表 

課題 
駐車場の課題 

（路上駐車が多い、駐車場不足） 

安全性の課題 

（車両の走行速度が高い、通過交通が多い、歩行者の通行） 

消融雪設備に関する課題

（設備がない、維持管理） 

 
       

対策の方向性 駐車場整備 既存駐車場の有効活用 規制・物理的制限 通過交通の抑制 車両速度低減 歩行者空間確保 消融雪設備の整備 

整備内容 

街道沿いに

駐車場整備 

駐車場案内

強化 

エリア内の

駐車場の休

日利用 

駐車違反の

取締強化 

歩車道境界

ブロック等

による物理

的制限 

標識等によ

る抑制 

交 通 規 制

（一方通行

等） 

車道幅縮小

（路肩拡幅） 

狭さく、スラ

ローム、ハ

ンプ等設置 

歩道設置 
車両への注

意喚起 

路側帯の明

確化（区画

線等） 、路

肩拡幅 

側溝ふた設

置に伴う歩

行 者 空 間

確保 

消融雪設備

の延伸 

施設更新、

機能向上 

内容・効果 観光客にと
って最も利
便性の高い
街 道 沿 い
に、駐車場
を整備。 

既存の駐車
場案内を強
化し駐車し
てもらうこと
で、街道沿
いの路上駐
車を抑制。 

休日休業の
店舗や施設
駐車場を、
観光客に開
放（貸出す）
し、駐車場
不足解消。 

見回り等に
より路上駐
車を抑制。 

歩車道境界
ブロックなど
を設置し、
建物に並行
して駐車す
る車両を制
限。 

案内標識に
より車両を
誘導するこ
とで通過交
通を抑制。 

一方通行や
時間帯通行
規 制 を 行
い 、エ リ ア
内への車両
侵 入 を 抑
制。 

車動幅員を
縮小して通
りにくくする
ことによりス
ピードを抑
制。 

部分的な幅
員縮小やカ
ーブ区間、
段差等を設
けることで
車両速度を
抑制。 

歩 道 設 置
し、安全な
歩行者空間
を確保。 
 
 
 

交差点の優
先順位など
車両に対し
て注意喚起
を行い、侵
入抑制や速
度抑制を図
る。 

路肩を拡幅
し歩行者空
間確保。併
せて着色や
舗装材を変
えることで
歩行者空間
を明確化。 

側溝ふたを
設置し狭小
区間におい
て歩行スペ
ース確保。 

消融雪設備
が設置され
ていない区
間について
設備延伸を
検討。 

消融雪設備
の更新と機
能向上を実
施。 

箇
所
・
路
線
別
検
討 

地域外・地域

全体 

－：街道沿
いに駐車
場確保は
困難。エリ
ア内で候
補 地 ・ 適
地調査を
実施 

○：地蔵院
前交差点
や木ノ本
駅付近に
駐車場案
内を設置
を検討 

○：駐車場
適地検討と
ともに、有効
活用に関す
る調査を実
施 

○：整備計
画としては
記載しな
いが 、 地
域組織の
活動として
検討の余
地あり 

－：個別路
線にて検
討 

○：通過交
通が侵入
し な い よ
う、エリア
侵入部等
に標識を
設置し誘
導 

×：一方通
行の際 、
適切な迂
回路確保
が困難。さ
らに狭小
な路線侵
入の恐れ 

－：個別路
線にて検
討 

－：部分的
な設置で
も地区内
の速度抑
制 、侵入
抑制に効
果 。具体
は個別路
線にて 

－：個別路
線にて検
討 

○：北国街
道 - 北 国
往環線と
の交差点
などで実
施 

－：個別路
線にて検
討 

－：個別路
線にて検
討 

-：地区全体
の連続性
確保 。具
体は個別
路線にて
検討 

－：個別路
線にて検
討 

①北国街道 

（地蔵坂

以南） 

×：街道景
観に配慮
し 、 街 道
沿いの駐
車場化は
極力避け
る 

－：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

－：実施す
る な ら ば
対象 エ リ
ア 

×：伝統行
事 「 秋 葉
祭り」など
街道を使
ったイベン
ト に 対 応
するため
適用しな
い 

－：エリア全
体で検討 

×：柳・水路
がある、か
つての姿
を再現し、
一方通行
化する意
見もあった
が 、生活
道路として
の一面も
配慮した 

○：対策とし
て有効。 

○：車道幅
縮小と併
用すること
で有効 

×：境界ブ
ロックを設
置 し ない
た め 、 明
確な歩車
分離がで
きない。消
融雪設備
の複線化
が必要な
こともあり
困難 

－：対象外
（面的に検
討） 

○：対策とし
て有効。景
観性も配慮 

－：設置済
み 

－：設置済
み 

○：機能低
下が見ら
れ る 。 更
新 、機能
向上 

②北国街道 

（地蔵坂

以北） 

－：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

－：実施す
る な ら ば
対象 エ リ
ア 

－：エリア全
体で検討 

△：対策とし
て有効だが
現況幅員と
同程度 

×：現況幅
員 よ り 設
置困難 

－：同上 ○：対策とし
て有効。景
観性も配慮 

－：設置済
み 

－：設置済
み 

○：機能低
下が見られ
る 。更新、
機能向上 

③地蔵坂 

 

－：対象外 －：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

-：路上駐車
が課題 と
な っ て い
ない 

－：エリア全
体で検討 

×：迂回路
困難 

△：同上 ×：同上 ○：観光客
の安全性
確保として
有効 

－：同上 ○：対策とし
て有効。景
観性も配慮 

－：設置済
み 

－：設置済
み 

○：機能低
下が見ら
れ る 。 更
新 

④東横町交

差点-北国

街道 

－：対象外 －：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

×：歩道を
整備する
幅員が確
保できな
い 

－：エリア全
体で検討 

×：迂回路
困難 

△：同上 ×：同上 ×：現況幅
員 よ り 設
置困難 

－：同上 ○：対策とし
て有効。 

○：現在未
設 置 （ 不
連続）。消
融雪設備
設置によ
り、排雪が
容易にな
ればふた
設置可能 

○：未設置
区間 。水
源等の問
題 も あ る
が 、 延伸
検討 

－：対象外 

⑤北国街道-

西山踏切 

－：対象外 －：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

－：エリア全
体で検討 

×：迂回路
困難 

△：同上 ×：同上 ×：同上 －：同上 ○：対策とし
て有効。 

－：対象外 
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① 北国街道（地蔵坂以南） 

１）現況 

北国街道（地蔵坂以南）は、対象エリアにおける主要な路線であり、歴史的資源・景観や商店

での買い物を楽しむ多くの観光客が散策する道路です。 

しかし、当該路線は、国道としての交通機能の役割も担っており通過交通が多いうえ、歩道が

無いことや、路上駐車が多いこと、オーバーレイの繰り返しによって端部勾配がきつくなってい

ることにより、歩行者が安心して通行できるような構造となっていません。 

また、消融雪装置が古く劣化しており、機能低下していることも問題として挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地蔵院 

(東) 

横断図 

国
道
３
０
３
号
 

平面図 

路線図 

横断図 

状況写真 

① 

地蔵院 

 

地
蔵
坂 

木之本小中学校 

歩行者の 

車道はみ出し 
路上駐車 

消融雪装置の 

劣化・損傷 
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① 北国街道（地蔵坂以南） 

２）整備案 

北国街道（地蔵坂以南）の整備は、劣化した消融雪装置や、オーバーレイでの繰り返しできつ

くなった勾配の改修を基本として、景観にも配慮しつつ、現況で問題となっている歩行者の安全

な通行に配慮した計画とします。なお、路線としての一体感を持たせるため、整備にあたっては

後述の地蔵坂以北の整備と併せて行う必要があります。 

 

【整備案①】 

整備案①では、当該路線は国道としての交通機能も担っていることから、車両等の交通にも配

慮しつつ、歩行者の安全な通行に配慮した計画します。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を２車線（2.75×2ｍ）に縮小し、車両速度を抑制します。 

➣ 路肩は、車道部と違う舗装種類とし、歩行空間を明確化します。なお、車道は樹脂アスフ

ァルト舗装、路肩は石畳舗装等を使用する等して景観にも配慮します。 

➣ 劣化した消融雪装置については補修を行います。 

➣ 切削オーバーレイにより、オーバーレイの繰り返しによる端部勾配の急傾斜を解消しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画平面図 計画横断図 

計画イメージ図 

路肩の拡幅・明確化 

(歩行スペース) 

切削オーバーレイによる 

舗装端部の急勾配の解消 

車道は樹脂アスファルト舗装 

路肩は石畳舗装等を使用し、 

景観にも配慮 
消融雪装置の補修 
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① 北国街道（地蔵坂以南） 

 

【整備案②】 

整備案②では、車両の排除を前提とし、車線の縮小や屈曲部の設置によって車両の速度を抑制

することで、整備案①よりもさらに歩行者の安全な通行に配慮した計画としています。 

なお、本整備案は、大きな構造変更となり、利用者への影響が大きいため、地元や関係機関と

の調整が必要になります。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を１車線（4ｍ）に縮小したうえ、スラローム（屈曲部）を設けることで車両速度を抑

制します。トラック等のすれ違いは困難となります。 

➣ 路肩は、車道部と違う舗装種類とし、歩行空間を明確化します。なお、車道は樹脂アスフ

ァルト舗装、路肩は石畳舗装等を使用する等して景観にも配慮します。 

➣ 劣化した消融雪装置については補修を行います。 

➣ 切削オーバーレイにより、オーバーレイの繰り返しによる端部勾配の急傾斜を解消しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画平面図 計画横断図 
スラロームを設置し 

車両の速度を抑制 

計画イメージ図 

路肩の拡幅・明確化 

(歩行スペース) 

切削オーバーレイによる 

舗装端部の急勾配の解消 

車道は樹脂アスファルト舗装 

路肩は石畳舗装などを使用し、 

景観にも配慮 

スラロームを設置し 

車両の速度を抑制 
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② 北国街道（地蔵坂以北） 

１）現況 

北国街道（地蔵坂以北）は、地蔵坂以南と同様に歴史的資源や商店が立ち並ぶ路線で、路上駐

車が多いことや、歩道がないことが問題となっています。また、地蔵坂以南よりも幅員が狭いた

め、車両、歩行者ともに安全な通行の妨げとなっています。 

消融雪装置も古く劣化しており、機能低下しています。また、２系統に分離されているため維

持管理の面でも負担となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平面図 

② 
地蔵院 

路線図 

路線図 

横断図 

地
蔵
坂 

地蔵院 

状況写真 

 

木之本小中学校 

路上駐車 

消融雪装置の補修 



27 

 

 

 

② 北国街道（地蔵坂以北） 

２）整備案 

北国街道（地蔵坂以南）の整備では、路線としての一体感を持たせるため、前述の地蔵坂以北

と併せた計画としつつ、２系統となっている消融雪装置の集約化を行う計画とします。 

 

【整備案①】 

整備案①では、地蔵坂以南の整備案①と併せた計画とします。地蔵坂以南と同様の車道幅員 2.75

ｍを確保すると路肩が現況より狭くなる箇所があります。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を２車線（2.75×2ｍ）とします。 

➣路肩は、車道部と違う舗装種類とし、歩行空間を明確化します。なお、車道は樹脂アスファ

ルト舗装、路肩は石畳舗装等を使用する等して景観にも配慮します。 

➣ 劣化した消融雪装置については補修を行うとともに、２系統から１系統に集約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画平面図 

計画横断図 

消融雪装置は中央に集約 

消融雪装置 

１系統に集約 



28 

 

 

 

② 北国街道（地蔵坂以北） 

 

【整備案②】 

整備案②では、地蔵坂以南の整備案②に準じた計画とします。ただし、幅員の関係からスラロ

ームの設置は行いません。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を１車線（４ｍ）に縮小し、車両速度を抑制します。 

➣ 路肩は、車道部と違う舗装種類とし、歩行空間を明確化します。なお、車道は樹脂アスフ

ァルト舗装、路肩は石畳舗装等を使用する等して景観にも配慮します。 

➣ 劣化した消融雪装置については補修を行うとともに、２系統から１系統に集約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画横断図 

消融雪装置は中央に集約 

計画平面図 

消融雪装置 

１系統に集約 



29 

 

 

参考①：舗装種類 

舗装種類については、車道と路肩において別々の舗装材を用いることでそれぞれの通行位置を

明確化します。 

  ➣ 例① 車道：樹脂アスファルト舗装 × 路肩：舗石タイル舗装 

  ➣ 例② 車道：アスファルト舗装 × 路肩：樹脂アスファルト舗装 など 

また、舗装種類を決める際は、景観性だけでなく降雪時の歩行の安全性や、路面の排水性、車両

通行時の騒音等にも留意する必要があります。 

参考として、以下に代表的な舗装のテクスチャと概要を示します。 

 

 樹脂アスファルト舗装 インターロッキング舗装 舗石タイル舗装 小舗石舗装  

 

    

 

 
樹脂バインダーを使用

することにより、自然石

が持つ色を生かしたアス

ファルト舗装 

独特の幾何形状に製造

された舗装用コンクリ－

トブロックを使った舗装 

正方形など整形の石板

を使った舗装 

ヨーロッパなどで車

道・歩道・広場に使われ

ている 10cm 程度の立方

体の本石を使った舗装 

 

      

 

参考②：観光客の誘致に特化した道路整備 

住民ワークショップ（P.20 参照）では、木之本宿らしさを創出し、かつての宿場町を再現した

ような道路中央に水路と柳を設置した道路整備を行ってほしいとの意見がありました。 

実現すれば観光客誘致に大きな効果があると考えられますが、大規模な構造変更を伴うもので

あり整備コストや沿道生活者の影響（車両一方通行、歩道の設置位置）など実現には様々な課題が

あります。 

しかし、木之本宿活性化計画等に基づく様々な活動・取組みが進展し、地域のまちづくりに対す

る機運が高まることで、中長期的な道路整備を検討する際のひとつの案として考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ 整備イメージ ▲ かつての木之本宿の街並み 
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③ 地蔵坂 

１）現況 

地蔵坂は、ＪＲ木ノ本駅から木之本地蔵院までの参道としての役割を担っており、ツアーバス

観光客等が多数通行します。また、木之本小・中学校の通学路としても利用されています。 

しかし、当該路線では、歩道がないうえ、歩車道境界が明確でなく、歩行者が車道にはみ出し

て通行する様子がみられます。また、石畳舗装は劣化・損傷しているうえ、損傷個所の一部は、

通常のアスファルト舗装で修繕されているため、継ぎ接ぎになっており、騒音や景観の悪化を招

いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平面図 

③ 

地蔵院 

木之本踏切 地
蔵
院 

北
国
街
道 

路線図 

横断図 

現況写真 

横断図 

 

木之本小中学校 

観光客の 

車道はみ出し 石畳の損傷 
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③ 地蔵坂 

２）整備案 

地蔵坂の整備は、劣化した石畳舗装の改修を基本として、景観にも配慮しつつ、歩行者の安全

な通行を目指した計画とします。 

 

【整備案①】 

整備案①では、車道幅員を縮小し、歩行者の安全な通行のために路肩幅を広く確保した計画と

します。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を１車線（４ｍ）に縮小し、車両速度を抑制します。 

➣ 車道部の劣化した石畳舗装は撤去し、景観にも配慮した樹脂アスファルト舗装とします。 

➣ 路肩は、車道部と違う舗装種類とし、歩行空間を明確化する。なお、舗装種類は景観に配

慮し、石畳舗装等とします。 

➣ 劣化した消融雪装置については補修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道は樹脂アスファルト舗装 

路肩は石畳舗装等を使用し、 

景観にも配慮 石畳の全面撤去 

計画平面図 計画横断図 

計画イメージ図 

路肩の拡幅・明確化 

(歩行スペース) 
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③ 地蔵坂 

 

【整備案②】 

整備案②では、車道幅員を縮小し、歩行者の安全な通行のため歩道を整備する計画としていま

す。ただし、幅員の関係から、歩道は片側のみの設置となります。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を１車線（４ｍ）に縮小し、車両速度を抑制します。 

➣ 車道部の劣化した石畳舗装は撤去し、景観にも配慮した樹脂アスファルト舗装とします。 

➣ 歩道は、車道部と違う舗装種類とし、歩行空間を明確化します。なお、舗装種類は景観に

配慮し、石畳舗装等とします。 

➣ 劣化した消融雪装置については補修を行います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画平面図 計画横断図 

計画イメージ図 

歩道の設置 

車道は樹脂アスファルト舗装 

歩道は石畳舗装等を使用し、 

景観にも配慮 石畳の全面撤去 
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④ 東横町交差点-北国街道、⑤ 北国街道-西山踏切 

１）現況 

東横町交差点～北国街道は、北国街道や地蔵坂と同じく、国道３０３号と国道３６５号との重

複区間であり、北国往還とも呼ばれる歴史ある街道となっています。北国街道～西山踏切は、北

国街道と国道８号を結ぶ路線で、地蔵坂の迂回路としての機能も持ちます。 

ともに幅員が狭く歩行空間がないうえ通過交通が多いことや、消融雪装置が未設置であるため

冬季の交通に支障をきたすことが問題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平面図 

④ 

地蔵院 

路線図 

北
国
街
道 

北
国
街
道 

 

状況写真 

西山踏切 

横断図 

横断図 

横断図 

東横町(交) （東横町交差点～北国街道） 

（北国街道～西山踏切） 

（東横町交差点～北国街道） （北国街道～西山踏切） 

木之本小中学校 

⑤ 

幅員が狭いうえ 

側溝にふたがない 
消融雪装置が 

未設置 
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④ 東横町交差点-北国街道、⑤ 北国街道-西山踏切 

２）整備案 

現況の幅員が狭いことから、少しでも歩行空間を確保するために側溝のふたの設置を行いま

す。また、東横町交差点～北国街道については、車両の速度抑制のため、車道の幅員を縮小し、

路肩の幅員を広げます。 

さらには、冬季の安全な通行のため、消融雪装置の設置を行います。 

 

（具体的な整備内容） 

➣ 車道を１車線（４ｍ）に縮小し、車両速度の抑制を行う。※東横町交差点～北国街道のみ 

➣ 車道中央に融雪装置を設置する。 

➣ 幅員の確保のため、側溝にふたを設置する。 

 

 

（東横町交差点～北国街道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北国街道～西山踏切） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※横断構成は現況から変更なし 

計画平面図 計画横断図 

計画平面図 計画横断図 

両側側溝のふた設置 
両側側溝のふた設置 

両側側溝のふた設置 

両側側溝のふた設置 
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６．まとめ 

 

特定景観形成重点区域の指定を受けた当地域において、今後、町並み保全や景観形成等のまち

づくりを進めるにあたって、道路整備は重要な役割を担っています。 

当地域における北国街道や地蔵坂は、『歴史的資源を楽しむため来訪者が散策する道路』として、

現在も街なかの賑わい創出に貢献し、また、地域住民の生活道路として幅広く利用されています。 

今後も、当地に人々が住み続け、安心安全で快適な生活をおくるため、また、木之本宿を活気

にあふれる地域として再生していくため、「街道」を活かしたまちづくりを具現化することが求め

られています。 

本計画の実現に向けては、今後も行政だけでなく、常に市民や道路利用者の視点を踏まえなが

ら、各者がそれぞれの立場から知恵を出し合い一体となって取り組み、より詳細な検討を行って

いくことが重要です。 

 


